令和８年度労働条件実態調査（№1）
～ 労働時間・休日、初任給、パート時給、
カスハラ対策・求職者等に対するセクハラ対策の義務化への対応について ～

令和８年５月２０日
一般社団法人長野県経営者協会


①調査目的：この資料は、長野県経営者協会の定期調査として毎年実施し、会員事業所の
　　　　　　　参考に供することを目的とする。
②問い合わせ並びに送付先：
　　　　　　　〒380‐0838　長野市県町584　一般社団法人長野県経営者協会 労政部 宛
　　　　　　　ＴＥＬ　026‐235‐3522（代）　ＦＡＸ　026‐235‐3529
　　　　　　　Ｅ-mail　rosei@nea.or.jp
③締め切り：令和８年６月１９日（金）までにご回示いただきたく。
④調査基礎事項

	会社名
	

	ご記入者 お役職
	
	お名前
	



（１）従業員
	会社全体の
常用従業員
（本社・工場・営業所・支店等すべての正社員数）
	1
	～99人
	








	長野県内の事業場に勤務する従業員
（　　月　　日現在）

	
	２
	100～299人
	
	
	男子
	女子
	合計

	
	３
	300～499人
	
	常用従業員
	人
	人
	人

	
	４
	500～999人
	
	パートタイマー
	人
	人
	人

	
	５
	1,000人以上
	
	臨時従業員
	人
	人
	人

	
	
	派遣労働者
	人
	人
	人



（２）業種（業種が２つ以上にわたる場合は、多数従業員の業種番号に○印をしてください。）
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８
	９
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
食料品製造業
	
出版・印刷業
	
化学製品製造
	
非鉄金属製造
	
一般機械器具
	
電気機器製造
	
輸送用機器製造
	
精密機器製造
	
左記以外の製造
	
建設業
	
卸・小売業
	
金融・保険業
	
私鉄・バス業
	
運輸・倉庫業
	
電力・ガス業
	
サ｜ビス業



⑤その他：この調査結果については、①個別会社名は公表しません。②調査目的以外には
　　　　　　使用しません。③個人情報保護法に基づく取扱いを致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （こちらはご記入不要です）
	
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企番　 支部 　規模　 業種
１．令和８年度所定労働時間・休日について
〔記入上のお願い〕
１．所定労働時間・休日とは就業規則、労働協約によって定められている労働時間・休日
　　をいいます。
２．この調査の対象労働時間・休日は最も多くの従業員に適用される労働時間・休日を記
　　入してください。
３．所定労働時間は１０進法（例えば、７時間３０分は７.５時間）で記入してください。
４．月当たり、週当たり所定労働時間は年間所定労働時間をそれぞれ１／１２、１／５２
　　で算出してください。（土曜日の労働時間が半日の場合は、年間所定労働時間を先ず算出して、月当たり等平均算出してください）
５．有給休暇の計画的付与とは、年次有給休暇の取得率向上を目的として、書面による労
　　使協定により、それにもとづく一定日数の年次有給休暇（ただし、労働者が自由に取得
できる５日を留保した残りの日数内）について、計画的、統一的付与日を特定する制度
です（労働基準法３９条６項）。また、有給休暇の計画的付与日数は、③年間所定休日
数として扱うのではなく、④年間所定労働日数として扱ってください。
	
所定労働時間　休日数
	本　年　度
（令和８年度）
	昨　年　度
（令和７年度）
	昨年度との増減

	①１日の所定労働時間
	時間
	時間
	時間

	②１日の休憩時間
	時間
	時間
	時間

	③年間所定休日数
	日
	日
	日

	④年間所定労働日数
	日
	日
	日

	　年間日数（③＋④）
	日
	日
	日

	⑤年間所定労働時間
	時間
	時間
	時間

	⑥月当たり〃（⑤÷１２）
	時間
	時間
	時間

	⑦週当たり〃（⑤÷５２）
	時間
	時間
	時間

	有給休暇の計画的付与
	日
	日
	日



２．令和８年度決定初任給について
〔記入上のお願い〕
１．決定初任給とは、春季労使交渉による賃上げ後（ベースアップ後）の賃金を採用初任
　　給に配分し、本年４月入社の学卒者に支給する（した）賃金をいいます。
２．初任給は単位百円で記入してください。
３．所定労働時間内賃金とは、就業規則・労働協約等で定まっている所定労働時間（労働
　　日）に皆勤した場合に支給する諸手当を含む賃金をいいます。（なお、通勤手当、残業
　　手当は除きます。）所定時間内賃金ならびに内訳として基本給と手当額を併せて記入してください。
４．学卒者の採用が無くても、初任給が設定されている場合は記入してください。また、試用期間中であり未だ職務が確定していない場合は、配置予定の職種として記入してください。
５．職種分類は以下によって行なってください。
	職種Ａ：①基幹的業務につく者
　　　　②企画立案、技術研究開発、対外折衝等総合的な判断を要する業務に就く者
　　　　③全社的（国内外）規模で転勤を伴う者
職種Ｂ：上記に該当しない者（補助的、定型的、一般等）


６．上記のように初任給を分類していない場合は、職種Ａ欄に記入してください。また、職掌別に分類していない場合は学歴別の事務系欄に記入してください。
７．下記のフレーム（表）になじまない場合は、別紙に具体的に記入し、添付してください。

（１）職種Ａ
	
学

歴
	職　掌　別
	令和８年度
	昨年度（令和７年度）

	
	
	所定時間内賃金（百円）
	所定時間内賃金（百円）

	
	
	
	基本給
	手当額
	
	基本給
	手当額

	大学院
	事　務　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技術研究系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大学卒
	事　務　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技術研究系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	営　業　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工 業 高 専 卒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	短大卒
	事　務　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技術研究系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	営　業　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高校卒
	事　務　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	現　業　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各種
専修
学校
	１　年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	２　年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



（２）職種Ｂ〔職種Ａに該当しない者（補助的、定型的、一般的）〕
	
学

歴
	職　掌　別
	令和８年度
	昨年度（令和７年度）

	
	
	所定時間内賃金（百円）
	所定時間内賃金（百円）

	
	
	
	基本給
	手当額
	
	基本給
	手当額

	大学院
	事　務　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技術研究系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大学卒
	事　務　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技術研究系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	営　業　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工 業 高 専 卒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	短大卒
	事　務　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技術研究系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	営　業　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高校卒
	事　務　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	現　業　系
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各種
専修
学校
	１　年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	２　年
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



３．パートタイム労働者時間給について
〔記入上のお願い〕
１．令和８年５月１０日現在（募集中含む）と昨年度（令和７年５月１０日）のパート
タイム労働者の時間給を記入してください。
２．パートタイム労働者が在籍していない場合には人数欄に０人と記入してください。
３．日給の場合及び精皆勤手当等を支給している場合は時間給に換算してください。
４．契約は１年であっても、更新契約のパートタイム労働者も対象にしてください。
５．職務は次の基準で分類してください。
　（a）直接的職務……事業活動と直接関係する仕事（例：加工,組み立て,配送,レジ等）
　（b）事務的職務……一般事務，現場事務等
　（c）間接的職務……事業活動とは直接関係しない仕事（例えば食堂の賄い，清掃等）
６．パートタイム労働者のうち、時間給が最高の者，最低の者をピックアップしその者の勤続年数と時間給を記入してください。また、各職務における全パートタイム労働者の平均勤続・平均時間給を記入してください。

パートタイム労働者の時間給
	職　務
	人　数
	最高時間給
	最低時間給
	平均時間給

	
	
	勤続
	時間給
	勤続
	時間給
	勤続
	時間給

	直接的
	令和８年度
	人
	年
	
	
	
	
	円
	年
	
	
	
	
	円
	年
	
	
	
	
	円

	
	昨年度
	人
	年
	
	
	
	
	円
	年
	
	
	
	
	円
	年
	
	
	
	
	円

	事務的
	令和８年度
	人
	年
	
	
	
	
	円
	年
	
	
	
	
	円
	年
	
	
	
	
	円

	
	昨年度
	人
	年
	
	
	
	
	円
	年
	
	
	
	
	円
	年
	
	
	
	
	円

	間接的
	令和８年度
	人
	年
	
	
	
	
	円
	年
	
	
	
	
	円
	年
	
	
	
	
	円

	
	昨年度
	人
	年
	
	
	
	
	円
	年
	
	
	
	
	円
	年
	
	
	
	
	円



４．令和８年10月１日施行　カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシャルハラスメント対策義務化への対応について

◆カスタマーハラスメント対策の義務化【改正労働施策総合推進法】◆
①カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②カスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
⑦再発防止に向けた措置を講ずる
⑧特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
⑨相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する







◆求職者等に対するセクシャルハラスメント対策の義務化【改正男女雇用機会均等法】◆
①求職者等に対するセクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②求職者等に対するセクハラを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する
③求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する
④相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知する
⑤相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑦被害者に対する配慮のための措置を行う
⑧行為者に対する措置を適正に行う
⑨再発防止に向けた措置を講ずる⑥事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑩被害者に対する配慮のための措置を行う
⑪行為者に対する措置を適正に行う
⑫再発防止に向けた措置を講ずる
⑬相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者及び求職者等に周知する
⑭労働者が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する

以下、項目ごとに該当する番号にチェック及び該当箇所に具体例等を記入してください。

１．貴社のおける顧客対応の有無について
□①ほぼ毎日ある　□②時々ある　□③ほとんどない

２．カスハラ対策・就活セクハラ対策の義務化の認知状況について
□①内容まで理解している　□②聞いたことはある　□③知らない

３．企業におけるカスハラ対策・セクハラ対策をどの程度重要な経営課題と認識していますか
□①非常に重要　□②やや重要　□③あまり重要でない　□④重要でない

４．現状におけるカスタマーハラスメント対策の実施状況について
□①未実施　□②検討中　□③一部実施→問５へ　□④完全実施→問５へ

＊「③④」とご回答の場合は問５へお進みください。

５． 現状において実施しているカスタマーハラスメント対策について
（複数回答可）
□①方針の明文化　　□②行動基準の策定　　　　□③相談窓口の設置
□④社員研修の実施　□⑤対応マニュアルの整備　□⑥顧客対応ルールの明確化
□⑦その他（具体例：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

６．現状におけるセクシャルハラスメント対策の対象範囲について
□①未対応　□②従業員のみ対象　□③求職者を含めて対応→問７へ

＊「③」とご回答の場合は問７へお進みください。

７． 現状において実施している就活セクハラ対策について（複数回答可）
□①方針の明文化　　　　　□②相談窓口の設置　　□③社員研修の実施
□④対応マニュアルの整備　□⑤その他（具体例：　　　　　　　　　　　　）

８. 各種ハラスメントの相談体制について（複数回答可）
□①社内相談窓口あり　　□②外部相談窓口あり　　□③求職者等も利用可能
□④未整備　　　　　　　□⑤その他（具体例：　　　　　　　　　　　　　）

９．カスタマーハラスメントの発生頻度について
□①月１回以上→問10へ　□②四半期に数回→問10へ　□③年に数回→問10へ
□④発生していない　　　 □⑤分からない

＊「①②③」とご回答の場合は問１０へお進みください。

10．実際に発生したカスタマーハラスメントの主な内容について（複数回答可）
□①暴言・威圧　　□②長時間拘束　　□③不当要求　　□④身体的威圧
□⑤その他（具体例：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

11．カスタマーハラスメントが企業組織に与える影響について（複数回答可）
□①従業員の離職率が上昇する
□②メンタルヘルス不調者が増加する
□③業務効率が下する
□④対応しないことによりレピュテーションが高まる
□⑤特に影響なし
□⑥その他（具体例：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

12．カスタマーハラスメント対応上の課題について（複数回答可）
□①判断基準が曖昧　　　　　　　　□②現場判断に依存している
□③顧客との関係悪化が懸念される　□④人材・対策費用等が不足している
□⑤社内の理解が不足している　　　□⑥その他（具体例：　　　　　　　　）

13．施行期日までの対応予定について
□①既に対応は完了している
□②施行期日までには対応を完了する予定
□③施行期日までに一部対応をする予定
□④未定



ご協力ありがとうございました。
６月１９日（金）までに、下記宛てメール・ファックスもしくは郵送にてご送付ください。
〒３８０－０８３８ 長野市県町５８４ （一社）長野県経営者協会　労政部　宛
ＴＥＬ：０２６－２３５－３５２２　ＦＡＸ：０２６－２３５－３５２９
Ｅ-mail　rosei@nea.or.jp
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